
那須地区広域行政事務組合告示第４号 

 

条件付き一般競争入札の執行について 

 

条件付き一般競争入札について、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の６第１項

の規定により次のとおり公告する。 

 

平成 31（2019）年 4月 25 日 

那須地区広域行政事務組合 管理者 津久井富雄 

 

１ 入札に付する事項 

（１）工 事 名  広域クリーンセンター大田原ごみ焼却施設基幹的設備改良工事 

（２）工 事 場 所  栃木県大田原市若草１丁目 1484 番地２ 

那須地区広域行政事務組合 広域クリーンセンター大田原 

（３）工 事 期 間  議会の議決の日から３日を経過する日から平成 34（2022）年 3月 22 日まで 

（４）工 事 仕 様  別紙発注仕様書のとおり 

（５）最低制限価格  設定なし 

 

２ 入札参加資格 

この工事の入札に参加するものは、次の条件を満たすものであること。 

（１）当該年度の那須地区広域行政事務組合（以下「組合」という。）、構成市町（大田原市、那須

塩原市、那須町）のいずれかの建設工事に係る入札参加資格者名簿に清掃施設工事業の業種で

登録されているものであること。 

（２）公告日の前日において建設業法に基づく特定建設業（清掃施設工事業）の許可を受けている

者で、同法に基づく経営事項審査を受け、かつ、その結果通知を受けている者であること。 

（３）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に基づく建設業の許可を受けた者であり、経営事項審

査における建設工事の種類「清掃施設」において、総合評定値（最新版の値）が 1,200 点以上

であること。 

（４）過去 10 年間に、地方公共団体の一般廃棄物処理施設（蒸気タービン発電設備を備えたスト

ーカ式の全連続焼却式焼却施設で１炉当たりの処理能力が 60ｔ/日以上で２炉以上あるもの）

の建設又は基幹的設備改良工事（いずれも環境省の交付対象事業であること）を元請として施

工実績があること。 

（５）建設業法第 19 条の 2に規定する現場代理人及び第 26条に規定する主任技術者又は監理技術

者を配置できること。 

（６）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないこと。 

（７）組合又は構成市町（大田原市、那須塩原市、那須町）のいずれかにおいて建設業等の指名停

止期間中でないこと。 

（８）入札日の前６ヶ月以内に、手形又は小切手の不渡りを出していないこと、また、不渡りによ

る取引停止処分を受け、入札日において２年以上を経過していること。 

 



（９）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立又は民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に基づく民事再生手続き開始の申立がされていないこと（更生手続開

始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く）。 

（10）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に基づく罰金以上の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過していない

者でないこと。 

 

３ 入札参加手続等 

この入札は、地方自治法施行令第 167 条の５第２項の規定による条件付き一般競争入札であるの

で、入札に参加しようとする者は、次のとおり条件付き一般競争入札参加資格確認申請書等を提出

し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 

（１）提出期限：平成 31（2019）年５月 21日（火）午後４時まで（土・日・祝祭日を除く。） 

（２）提出場所：那須地区広域行政事務組合 広域クリーンセンター大田原 

（３）提出方法：郵送又は持参すること。 

（４）提出書類（所定の様式は組合のホームページからダウンロードすること。） 

ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号）           １部 

イ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し          １部 

ウ 「２ 入札参加資格」（４）については、実績等の関係書類           １部 

（契約書の写し又は取引実績を証明する書類等） 

エ 「２ 入札参加資格」（５）については、配置予定技術者の資格者証の写し    １部 

 

４ 入札参加資格の確認結果通知 

入札参加資格の確認結果は、平成 31（2019）年５月 30日（木）までに、条件付き一般競争入札

参加資格確認通知書により通知する。 

 

５ 現場説明会 

（１）申込期間：公告の日から平成 31（2019）年５月 10 日（金）午後４時まで 

（２）開催期間：平成 31（2019）年５月 13 日（月）から平成 31（2019）年５月 16 日（木）のう

ち組合が指定した時間 

（３）そ の 他 

ア 現場説明会は、１者ごとに実施し、１者につき１回（3時間程度）とする。 

イ 当日は、組合職員による現場案内を行うが、その際、質問等への回答は一切しない。 

 

６ 発注仕様書等に対する質問及び回答 

（１）提出期間：広告の日から平成 31（2019）年６月 10 日（月）午後４時まで（必着） 

（２）提出方法：メールにより提出すること。 

mail：cleankanri@nasukouiki.or.jp 

（３）回  答：平成 31（2019）年６月 18日（火）午後４時まで 

 

 



７ 入札・開札の日時及び場所 

（１）日  時：平成 31（2019）年６月 25日（火）午後１時 30分 

（２）場  所：栃木県大田原市若草１丁目 1484 番地２ 

那須地区広域行政事務組合 広域クリーンセンター大田原 ２Ｆ会議室 

 

８ 入札方法 

（１）組合財務規則、組合建設工事等執行規則、発注仕様書を承知のうえ、入札に参加すること。 

（２）落札決定にあたっては、入札書（様式第２号）に記載された金額に当該金額の 10％に相当

する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であ

るか免除業者であるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札

書に記載すること。 

（３）代理人に入札させるときは、必ず委任状（様式第３号）を提出すること。 

（４）入札回数については、３回を限度とする。なお、入札参加者が１者のみであっても入札を行

う。 

 

９ 工事費内訳書の提出 

（１）入札当日、応札の際に入札書と同時に、別に工事費内訳書（様式第４号）を提出すること。 

（２）工事費内訳書には、単位、数量及び金額を明示すること。 

（３）工事費内訳書は原則として、返却しない。 

 

10 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格の無い者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の

行った入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において「２ 入札参加資格」の掲げ

るいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

 

11 落札の決定方法 

地方自治法第 234 条第３項の規定により定めた予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

 

12 契約の締結 

入札の結果、落札が決定した場合、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例に基づいて契約を締結するものとする。 

また、契約締結後、発注仕様書等に大幅な項目の追加、変更、削除が発生した場合は契約変更に

より対応するものとする。 

 

13 支払条件 

（１）前 金 払：適用する。 

（２）中間前金払：適用する。（ただし、部分払との選択制とする。） 

（３）部 分 払：適用する。（ただし、中間前金払いとの選択制とする。） 



14 入札保証金    免除 

 

15 契約保証金    組合財務規則第 84条第１項の規定に基づき、契約金額の 100 分の 10 以上を

納付するものとする。 

 

那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 

広 域 ク リ ー ン セ ン タ ー 大 田 原 

〒324-0021 栃木県大田原市若草 1 丁目 1484-2 

TEL 0287-20-2270 FAX 0287-20-2272 

e-mail cleankanri@nasukouiki.or.jp 

お問い合わせ 


